
〔表示ラベル〕 

〔ＨＡＣＣＰ（ハサップ）や検査に関するご相談・お問い合わせ先〕 

厚生労働大臣登録検査機関公益財団法人北九州生活科学センター KLSC福岡事業所 

福岡市博多区千代 1-2-4 福岡生活衛生食品会館４階 

TEL 092-642-1001  FAX 092-642-1002  URL：http://www.klsc.or.jp/ 

【ＦＡＸ情報に関するお問い合わせ先】 公益社団法人福岡市食品衛生協会 

 ＴＥＬ ０９２－６５１－５１１１                

【休日のご案内】   

● 土曜日・日曜日・祝日  ● 年末年始（１２月２９日～１月３日） 

● お盆休み（８月１３日・１４日・１５日）  窓口業務を休ませていただきます。 

＊＊ 原料原産地表示について＊＊ 

名 称 ウインナーソーセージ 

原材料名 豚肉(アメリカ産、国

産、デンマーク産)、

豚脂肪、たん白加水

分解物・・・ 

内容量  200ｇ 

賞味期限 2020.1.30 

保存方法 10℃以下で保存 

製造者  ○○株式会社 

     東京都・・・ 

（公社）福岡市食品衛生協会ＦＡＸ情報サービス  令和２年２月 242号 

 平成２９年の食品表示法の改正により、これまでは一部の加工食品だけに義務付けられていた「原料原産

地表示」が全ての加工食品（輸入食品を除く）に義務付けられることになりました。 

ただし、令和４年３月３１日までは食品メーカー等が準備をする猶予期間とされています。 

 

■原料原産地表示対象食品と対象原材料 

原産地表示の対象となる原材料（食品中の最も割合が高い原材料）が 

・生鮮食品の場合はその産地を表示： 国産品の場合は「国産」と表示*、 輸入品の場合は「原産国名」を表示 

・加工食品の場合はその製造地を表示：国産品の場合は「国内製造」と表示*、輸入品は「（原産国）製造」と表示 

                  * 都道府県名やその他一般に知られている地名等での表示も可 

・複数国の原料原産地のものを使用する場合は、割合が多い順に記載 →【国別重量順表示】 

・原産地が３か国以上ある場合は、多い順に２か国を記載し、３か国目以降は「その他」での表示も可 

 

■表示方法において国別重量順表示が困難な場合（注：下記表示方法については条件があり） 

その重量の割合の順序が変動する可能性がある場合の表示方法は 

「又は表示」「大括り表示」「大括り表示＋又は表示」による表示もできます 

 

 

 

 

 

 

※ 上記のいずれの表示においても、原産地を複数表示する際は一定期間の使用実績や使用計画における使用

割合の順序に応じた原産地順に表示します 

 改正前 改正後 改正後の表示例 

対象とな

る食品 

生鮮食品に近いと判断される 

22の加工食品群と 4品目(※)に限定 

※ 農産物漬物、野菜冷凍品、 

うなぎ加工品、かつお削りぶし 

改正前の対象原材料を 

含む 全ての加工食品 

① 原材料が生鮮食品 

豚肉(国産、アメリカ産) 

 

② 原材料が加工食品 

小麦粉(国内製造、アメリカ 

製造、その他)  

 

など 

対象とな

る原材料 

原材料及び食品添加物に占める割合が

最も高く、かつ、その割合が食品全体

の 50％以上である原材料について 

原産地表示が必要 

原材料及び食品添加物に

占める割合に関係なく、

最も割合が高い原材料に

ついて表示が必要 

 原産地 対 象 

原材料 

原材料名 

の表示例 

又は表示 ２以上の 

原産地 

生鮮食品 豚肉(アメリカ産 

又は国産) 

加工食品 小麦粉(アメリカ製造 

又は国内製造) 

大括り表示 ３以上の 

外国原産地 

生鮮食品 豚肉(輸入) 

加工食品 小麦粉(外国製造) 

大括り表示 

 ＋ 

又は表示 

国産品及び 

３以上の 

外国原産地 

生鮮食品 豚肉(国産又は輸入) 

加工食品 小麦粉(国内製造 

又は外国製造) 


